
第１回 高知県循環器病対策推進計画策定委員会

次 第

日時：令和３年10月７日（木）18：30～20：30

場所：高知県庁本庁舎２階 第二応接室

１ 開会

２ 議事

（１） 高知県循環器病対策推進計画（仮称）の策定について

（２） 高知県循環器病対策推進計画（仮称）の骨子（案）について

①高知県の循環器病対策に関する現状について

②循環器病対策における施策の方向性について

３ 閉会
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高知県循環器病対策推進計画策定委員会設置要綱

（目的及び設置）

第１条 健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法（平

成30年法律第105号）第11条に規定する都道府県計画である「高知県循環器病対策推進計画（仮称）」

（以下「計画」という。）の策定に関して、患者や有識者等の意見を広く反映させるとともに、関係者が

一体となって推進できる体制づくりを目的として、高知県循環器病対策推進計画策定委員会（以下「策

定委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

（１）計画の策定に関すること。

（２）その他計画の策定に必要な事項

（組織）

第３条 委員会は、高知県知事（以下「知事」という。）が委嘱する別表に定める委員で構成する。なお、

必要に応じて委員の追加をすることができる。

（任期）

第４条 委員の任期は、知事が委嘱した日から計画策定完了日までとする。

（委員長、副委員長）

第５条 委員会に委員長１名及び副委員長１名を置き、委員長は、委員の互選により、副委員長は、委員

長の指名により選出する。

２ 委員長は、委員会の会務を統括し、委員会を代表する。

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

（会議）

第６条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

２ 委員（委員長及び副委員長を除く。）は、やむを得ない事由があるときは、当該委員が適当と認める

者を代理委員に選任し、委員会に出席させることができる。

（意見の聴取）

第７条 委員会は、必要に応じて助言及び意見を得るため委員以外の者の出席を求めることができる。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、高知県健康政策部健康長寿政策課において処理する。

（その他）

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和３年５月25日から施行する。


